
証券コード　　3042

2026年６月10日

株 主 各 位
大阪市北区東天満一丁目１番19号

株式会社セキュアヴェイル
代表取締役社長 米 今 政 臣

第25期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第25期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し

あげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト　https://www.secuavail.com
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「IR情報」よりご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「セ

キュアヴェイル」又は「コード」に当社証券コード「3042」を入力・検索し、
「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主
総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって
議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討
のうえ、後述の「議決権行使についてのご案内」をご高覧いただき、2026年６月
24日（水曜日）午後６時（営業時間終了時）までに議決権を行使してくださいま
すようお願い申しあげます。

敬具
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１．日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時（開場：午前９時30分）

２．場 所 大阪市北区南森町一丁目３番19号
プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪
２階　プレミアホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第25期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委　　
員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第25期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、

議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして
お取り扱いいたします。

(2)インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、
インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。

(3)インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

     

記

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ

ブサイト及び東証ウェブサイトにおいて掲載させていただきます。
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＜株主様へのお願い＞

①議決権の行使は、インターネット又は郵送によっても可能です。後述の「議決

権行使についてのご案内」をご高覧いただき、2026年６月24日（水曜日）午後

６時（営業時間終了時）までに議決権を行使していただきたくお願い申しあげ

ます。

②本株主総会においては、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議

案の詳細な説明は省略させていただく場合がございますので、事前に本招集ご

通知にお目通しいただきますようお願い申しあげます。

③お土産の配付は、中止とさせていただいております。

なお今後の状況によりましては、会場等を変更する場合もございます。

その場合、当社ウェブサイト（https://www.secuavail.com）に掲載させてい

ただく予定です。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお

願い申しあげます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付に

ご提出ください。

次ページの案内に従って、議案

の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対す

る賛否をご表示のうえ、切手を

貼らずにご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月25日（木曜日）

午前10時（受付開始:午前9時30分）

2026年６月24日（水曜日）

午後６時00分入力完了分まで

2026年６月24日（水曜日）

午後６時00分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２、３号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者に

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決

権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われ

たものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の

表示があったものとしてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワード

を入力することなく、議決権行使サイトにログインす

ることができます。

議決権行使

サイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってく
ださい。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パ
スワード」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 午前９:00～午後９:00）
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　世界経済および日本経済は、地政学的リスクの高まりや各国の金融・財政

政策の動向などの影響を受け、不確実性の高い状況が継続いたしました。こ

のような環境下、情報セキュリティ業界においては、ランサムウェア攻撃に

よる事業停止や機密情報漏洩のリスクが引き続き企業経営上の重要課題とな

っております。さらに、生成AIを悪用したフィッシング攻撃や脆弱性探索の

自動化など、AIを活用したサイバー攻撃の高度化・巧妙化が進展しており、

従来型の防御策に加えて、継続的な監視体制の構築および迅速なインシデン

ト対応の重要性が一段と高まっております。

　また、国内においては、能動的サイバー防御の導入に向けた制度整備が進

展しており、重要インフラ事業者のみならず、そのサプライチェーンを構成

する企業においても、ログ監視・分析体制の整備への需要が拡大しておりま

す。

　このような状況のもと、当社グループは、長年にわたり蓄積してきたセキ

ュリティオペレーションセンター（SOC）運用の知見とAI技術を組み合わ

せ、セキュリティ運用サービスの高度化に取り組んでまいりました。「AI-

SOC」シリーズの提供を開始するとともに、主要クラウドサービスやネット

ワーク機器への対応範囲を拡大し、アラートの自動判定や優先度付けの高度

化を推進しております。

　これにより、増大する運用負荷の軽減と対応品質の均質化を実現し、人材

不足が深刻化する中においても、効率的かつ安定的なセキュリティ運用サー

ビスの提供に努めております。また、従来より提供している中堅・大規模企

業向けサービスに加え、中小企業向けサービスの展開を進めることで、顧客

基盤の拡大を図っております。

　さらに、ネットワーク上の脅威を早期に検知するための取り組みや、内部

侵入を前提としたセキュリティログ分析の高度化を進めることで、顧客企業

のサイバーレジリエンス向上に寄与するとともに、新規案件の獲得およびス
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トック型収益の拡大に取り組んでまいります。

　以上の結果、売上高は1,279,871千円（前年同期比11.4％増）となりまし

た。営業利益につきましては、開発経費等の償却済ソフトウェア

「LogStare」製品の売上増加により、112,711千円（前年同期比220.9％増）

となりました。経常利益は、115,068千円（前年同期比208.2％増）となりま

した。親会社株主に帰属する当期純利益は、105,720千円（前年同期比

146.9％増）の増収増益となりました。

情報セキュリティ事業

　情報セキュリティ事業につきましては、既存顧客とのストック型サービス

の契約更新に加え、「AI-SOC」シリーズなどの新規サービスの企画開発、新

規案件獲得に取り組みました。売上高は1,030,792千円（前年同期比9.7％

増）となりました。セグメント利益につきましては、人員増などの投資を実

施しながらも、258,049千円（前年同期比74.1％増）となりました。

人材サービス事業

　人材サービス事業につきましては、既存顧客との取引拡大、人件費上昇に

伴う契約金額の交渉により、売上高は249,078千円（前年同期比19.0％増）

となりました。セグメント利益につきましては、25,893千円 （前年同期比

153.8％増）となりました。
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セグメント

調整額

連結損益

計算書

計上額

情報

セキュリティ

事業

人材サービス

事業
計

売上高

外部顧客への

売上高 1,030,792 249,078 1,279,871 － 1,279,871

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 41,685 41,685 △41,685 －

計 1,030,792 290,764 1,321,557 △41,685 1,279,871

セグメント別売上高 単位（千円）

② 設備投資の状況

当連結会計年度において重要な設備投資はありません。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において重要な資金調達はありません。

－ 8 －



区 分
第 22 期

(2023年３月期)
第 23 期

(2024年３月期)
第 24 期

(2025年３月期)

第 25 期
（当連結会計年度）
(2026年３月期)

売 上 高(千円) 1,029,209 1,098,958 1,149,075 1,279,871

経 常 利 益 又 は

経 常 損 失 （ △ ）
(千円) △30,769 △38,642 37,330 115,068

親 会 社 株 主 に 帰 属

す る 当 期 純 利 益 又 は

当 期 純 損 失 （ △ ）

(千円) △44,039 228,958 42,811 105,720

１ 株 当 た り

当 期 純 利 益 又 は

当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) △5.73 29.78 5.57 13.75

総 資 産(千円) 1,320,503 1,482,603 1,552,268 1,579,068

純 資 産(千円) 1,060,053 1,145,302 1,186,082 1,281,643

１株当たり純資産額 (円) 137.74 148.83 154.21 166.64

(2) 財産及び損益の状況の推移

①企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益又は当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式

総数により算出しております。

２. １株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出してお

ります。

－ 9 －



区 分
第 22 期

(2023年３月期)
第 23 期

(2024年３月期)
第 24 期

(2025年３月期)

第 25 期
（当事業年度）
(2026年３月期)

売 上 高(千円) 800,413 833,206 829,348 883,566

経 常 利 益 又 は

経 常 損 失 （ △ ）
(千円) △4,147 △62,827 32,840 23,854

当 期 純 利 益 又 は

当 期 純 損 失 （ △ ）
(千円) △279,793 228,881 42,093 15,728

１ 株 当 た り

当 期 純 利 益 又 は

当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) △36.39 29.77 5.47 2.05

総 資 産(千円) 1,240,498 1,395,993 1,471,358 1,382,752

純 資 産(千円) 1,023,031 1,108,204 1,148,265 1,153,835

１株当たり純資産額 (円) 132.93 144.00 149.29 150.02

②当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益又は当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式

総数により算出しております。

２. １株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出してお

ります。
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会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社キャリアヴェイル 50,000千円 100％
情報セキュリティ人材の育
成・派遣

株式会社LogStare 250,000千円 100％
ログ分析及び関連製品の開
発・販売

（3）重要な親会社及び子会社の状況

①親会社の状況

　該当事項はありません。

②子会社の状況

(4) 対処すべき課題

　当社グループの主たるビジネスである情報セキュリティ業界においては、

サイバー攻撃が年々高度化、巧妙化していることから、顧客企業において、

情報セキュリティの必要性に関する認識が高くなってきております。

　当社グループがこのような環境下で継続的に成長していくためには、以下

の課題への対応が引き続き必要であると認識しております。

①営業体制の強化

　当社グループが更なる成長を果たしていくためには、営業体制の強化及

び認知度の向上が重要であると認識しております。多様な顧客ニーズに対

応すべく、新たな販売パートナーの開拓及び既存パートナーの深耕に取り

組んでおります。今後は、販売パートナーがより当社グループの製品・サ

ービスを販売し易くなるようパートナー向け支援策の拡充や新規サービス

の企画・開発、セミナー・イベントの開催などに取り組んでまいります。

また、セールスプロモーション等のマーケティング活動等により、認知

度の向上を図ってまいります。

②顧客との関係性強化

　当社グループの提供するストック型ビジネスにおいて、顧客との契約継

続は安定的な収益確保の基盤であり、他方、解約は業績変動リスクを増加

させるものであります。既存顧客との契約継続、更にはアップセルやクロ

スセルによる取引拡大の対策として、定期報告会の実施、オンライン会議

等による顧客満足度の調査・ヒアリング、新たなサービスの提案、キーマ
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ンとのコミュニケーション強化など、組織をあげて既存顧客へのフォロー

体制を構築し、解約リスクの早期察知と防止、取引拡大を図ってまいりま

す。

③サービスの強化及び新規開発

　当社グループの提供する運用監視サービスの基盤強化や新規サービス開

発に対する投資は、新規顧客獲得のみならず、既存契約の更新率を高め、

安定した収益の維持やサービス領域の拡大に繋がります。情報セキュリテ

ィに対する脅威は日進月歩であり、顧客のニーズも多様化してきておりま

す。顧客の利用環境に応じたクラウド型サービスの提供や業種セグメント

に特化したサービスの開発、新たな脅威に対するサービスの開発等に努

め、サービスの差別化、高付加価値化を進めてまいります。

④人材確保と育成

　当社グループのサービスを安定的に継続提供し、更に進化させていくた

めには、優秀な技術者を中心とした人材の確保と育成が重要となっており

ます。採用活動で採用した人材や社内人材に対して、従業員が能力を最大

限発揮し活躍できる体制を構築、整備することで、組織全体の更なるレベ

ルアップを図ってまいります。

　当社は 2026年１月に東京証券取引所グロース市場からスタンダード市

場へ市場区分を変更し、翌２月には札幌証券取引所本則市場へ上場いたし

ました。今後も、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。
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区　分 事業の内容

情報

セキュリティ

事業

コンピュータセキュリティの運用・監視・ログ分析サービス

コンピュータセキュリティ製品の開発・販売

人材サービス

事業
情報セキュリティ人材の育成・派遣

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

当社グループは、当社及び連結子会社である株式会社キャリアヴェイル、

株式会社LogStareの３社によって構成されております。

本　社 大阪市北区東天満一丁目1番19号

東　京　本　部 東京都中央区明石町8番1号

沖縄カスタマーサービス
センター

沖縄県那覇市松山一丁目2番13号

株式会社キャリアヴェイル  東京都中央区明石町8番1号

株式会社LogStare  東京都中央区明石町8番1号

(6) 主要な事業所（2026年３月31日現在）

①当社

②主要な子会社の事業所

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

54名 3名減 34.8歳 6.3年

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況　　116名（前期比10名増）

（注）使用人数は就業員数であります。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であります。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　特に記載すべき重要な事項はありません。
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(1）発行可能株式総数 15,600,000株

(2）発行済株式の総数 7,690,000株（自己株式448株を含む）

(3）当事業年度末の株主数 7,549名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

米 今 政 臣 1,200,000株 15.60%

ＮＲＩセキュアテクノロジーズ株式会社 1,200,000株 15.60%

ｅ ｖ ｅ ｒ Ｙ ｏ ｎ ｅ 株 式 会 社 415,500株 5.40%

株式会社ブロードバンドセキュリティ 384,500株 5.00%

楽 天 証 券 株 式 会 社 141,100株 1.83%

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 80,783株 1.05%

遠 藤 　 護 66,000株 0.85%

U B S  A G  L O N D O N  A S I A  E Q U I T I E S 61,500株 0.79%

三 木 亮 二 60,400株 0.78%

岸 　 國 博 59,100株 0.76%

２. 会社の株式に関する事項

（4）大株主（上位10名）

（注）１.上記の持株数は、株主名簿に基づき記載しております。

２.当社は自己株式を448株保有しておりますが、上記の持株比率は自己株式を控除

して算出しております。
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名称 　第８回新株予約権

発行決議日 　2022年11月21日

保有者数及び新株予約権の数

当社取締役（社外取締役を除く）

当社社外取締役（監査等委員）

　４名　2,030個

　２名　　600個

新株予約権の数 　2,630個

新株予約権の目的である

株式の種類と数

普通株式　263,000株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり100円

新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額
１株につき　286円

新株予約権の行使期間 2024年７月１日から2027年12月８日まで

新株予約権の行使条件 （注）

３. 新株予約権等の状況

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況

　（注）割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品

取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に

30％を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての

本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないもの

とする。
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(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の

状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 米 今 政 臣 株式会社LogStare　代表取締役

取締役副社長執行役員 堀 野 友 之 株式会社LogStare　取締役CTO、COO

取 締 役 常 務 執 行 役 員 白 石 達 也

取 締 役 執 行 役 員 大 政 崇 志

取 締 役 上 原 武 彦
北御堂筋パートナーズ法律事務所

パートナー弁護士

取 締 役 田 島 剛 志

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

マネージドセキュリティサービス

開発本部長

取締役（常勤監査等委員） 三 木 亮 二

取締役（監査等委員） 上 田 勝 久 かがやき監査法人　代表社員

取締役（監査等委員） 小 松 宣 郷 中央会計株式会社　代表取締役

４. 会社役員の状況

(1) 取締役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役上原武彦氏及び田島剛志氏、並びに取締役（監査等委員）上田勝久氏及び小松

宣郷氏は社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）上田勝久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有しております。

３. 取締役（監査等委員）小松宣郷氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わってきた経

験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高

め、監査・監督機能を強化するために、三木亮二氏を常勤の監査等委員として選定し

ております。

５. 当社は、取締役上原武彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。

６. 取締役田島剛志氏は、2025年６月26日開催の第24期定時株主総会において新たに取締

役に選任され、就任いたしました。
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区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

５名
（１名）

56,600千円
（2,400千円）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

３名
（２名）

8,400千円
（3,600千円）

合 計 ８名 65,000千円

(2) 取締役の報酬等

① 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。

２. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第15期定時株

主総会において年額100,000千円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点

の取締役（監査等委員を除く。）は６名（うち社外取締役は２名）です。

３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第15期定時株主総会に

おいて年額20,000千円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の監査等委

員である取締役は３名（うち社外取締役は２名）です。

４. 取締役の員数は９名（うち社外取締役４名）ですが、無支給者が１名（うち社外取締

役１名）いるため、支給員数と相違しております。

② 報酬等の決定に関する方針

１. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社の取締役（監査等委員を除く。）の報酬は、月例の固定報酬としております。

取締役会（２の委任を受けた代表取締役社長）は、役位、職責、会社業績や経済情

勢、他社水準、従業員給与の水準等を総合的に考慮しながら、株主総会で決議された

報酬額の範囲内で取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬の内容を決定するこ

とを基本方針とすることを、2021年２月15日開催の取締役会において決議しておりま

す。

２. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　当社の取締役（監査等委員を除く。）の報酬は、当社の経営状況等を俯瞰しつつ各

取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適していると判断し、取締役会におい

て役員個人別の報酬額の算出を委任した代表取締役社長米今政臣が、規程に基づき、

決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行って作成した報酬案を基に、株主総会

で承認された報酬限度額の範囲内で決定しており、その権限の内容は、各取締役（監

査等委員を除く。）の固定報酬の額としております。当該手続きを経て取締役の個人

別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うもので

あると判断しております。
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(3) 責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役及び監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

① 被保険者の範囲

　当社の取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員である取締役

② 保険契約の内容の概要

　被保険者が①の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因

して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補

償するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身

の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれない

ように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。

(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役上原武彦氏は、北御堂筋パートナーズ法律事務所のパートナー弁護士であり

ます。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

・取締役田島剛志氏は、NRIセキュアテクノロジーズ株式会社のマネージドセキュリ

ティサービス開発本部長であります。当社と同社との間には製品販売等の取引関係

があります。

・取締役（監査等委員）上田勝久氏は、かがやき監査法人の代表社員であります。当

社と兼職先との間には特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）小松宣郷氏は、中央会計株式会社の代表取締役であります。

当社と同社との間には特別な関係はありません。
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出席状況、発言状況及び
期待される役割に関して行った職務の概要

取締役

上 原 武 彦

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、弁

護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、議案・審議

等につき必要な発言を積極的に行っております。また、独

立した客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するためのチェック機能を果たしておりま

す。

取締役

田 島 剛 志

2025年６月26日就任後の当事業年度に開催された取締役会

10回のうち10回に出席し、NRIセキュアテクノロジーズ株

式会社にて培われた情報セキュリティ分野の豊富な専門知

識・経験を基に当社事業のさらなる強化に向けた提言を行

い、社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮して

おります。

取締役（監査等委員）

上 田 勝 久

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、公

認会計士としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、当社

の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を

果たしております。また、当事業年度に開催された監査等

委員会13回の全てに出席し、独立した専門的見地から、適

宜必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員）

小 松 宣 郷

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席

し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当

社の経営の監督と経営全般への助言等、社外取締役に求め

られる役割・責務を十分に発揮しております。また、当事

業年度に開催された監査等委員会13回のうち12回に出席

し、独立した客観的な立場から、適宜必要な発言を行って

おります。

② 当事業年度における主な活動状況
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支 払 額

公認会計士法第２条第１項業務（監査証明業務）の報酬 20,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

20,000千円

５. 会計監査人の状況

(1) 名称 ネクサス監査法人

(注)当社の会計監査人でありました太陽有限責任監査法人は、2025年６月26日開催

の第24期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

(2) 報酬等の額

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

せんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由

　監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手

や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務

執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について

同意の判断をいたしました。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の

内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、

監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまし

て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止の処分に関する事項

　　該当事項はありません。

6) 責任限定契約の内容の概要

　当社定款に定めはありますが、契約は締結しておりません。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1)業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業

務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役・使用人の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役・使用人が法

令及び定款を遵守し、倫理観を持ち行動することができるようにコンプライアンスマニ

ュアル及び行動規範を定め、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。

・コンプライアンス上の疑義ある行為については、内部通報運用規程に基づき社内及び社

外の通報窓口を設置し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員で

ある取締役・使用人が通報できるものといたします。

・内部監査を定期的に実施し、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われてい

るかについて監査するとともに、その結果を監査等委員会へ報告いたします。

・監査等委員である取締役は、監査等委員会及びその他重要な会議に出席し、取締役（監

査等委員である取締役を除く。）の職務の執行を監査いたします。

② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の職務の執行

に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の職務の執行

に係る情報については、文書または電磁的媒体に記録し、法令及び社内規程に従い適切

に保存・管理いたします。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役が必要に応じ

て速やかに閲覧できる状態を維持いたします。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・事業活動上の重大な事態が発生した場合には、リスク管理規程に基づき迅速かつ的確な

対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整備いたします。

・必要に応じ顧問弁護士等の外部専門家にアドバイスを受け法的リスクの軽減に努めま

す。

・新たに生じたリスクについては、対応責任者を定め、速やかに対応いたします。

④ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制

・定例の取締役会を毎月１回開催し、取締役会規程により定められた事項及びその付議基

準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行

います。

・取締役会では定期的に各取締役（監査等委員である取締役を除く。）から職務執行状況

の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。

・日常の職務執行については、職務権限規程及び業務分掌規程等の規程に基づき権限の委
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譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じ

て規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を整備い

たします。

⑤ 監査等委員である取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定例の監査等委員会を毎月１回開催し、監査等委員会規程により定められた事項及びそ

の付議基準に該当する事項は、すべて監査等委員会に付議することを遵守して、重要事

項の決定を行います。

・監査等委員会では定期的に各監査等委員である取締役から職務執行状況の報告を受け、

職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。

・日常の職務執行については、職務権限規程及び業務分掌規程等の規程に基づき権限の委

譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じ

て規程の見直しを行い、監査等委員である取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行わ

れる体制を整備いたします。

⑥ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社及び子会社の役職員で構成される会議を定期的に開催し、重要事項の報告を受ける

とともに、各子会社の経営計画の進捗状況等を確認しております。

⑦ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する体制並びに当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの

独立性に関する事項

・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会で

協議の上、必要に応じて使用人を配置いたします。

・監査等委員会を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲

内においては、監査等委員または監査等委員会に帰属するものとし、取締役（監査等委

員である取締役を除く。）の指揮命令は受けないものといたします。

⑧ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするた

めの体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

・監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、報告を求めることができま

す。また、監査等委員が必要と判断する会議の議事録について、閲覧できます。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、重大な法令・定款違反及び

会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速やかにその事実を監査

等委員会に報告いたします。

・監査等委員は、その職務執行上必要と判断した事項について、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）及び使用人に報告を求めることができます。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・常勤監査等委員は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営方針を確認するとともに、

当社が対処すべき課題及び当社の事業に内在するリスクなどの他、監査上の重要な課題

等について意見を交換いたします。
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・監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門との連携を図るため、定期的に会合を持ち

ます。

・監査等委員は監査の実施にあたり､必要に応じて顧問弁護士の意見と助言を求めます。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報

告に係る内部統制の有効性を評価・報告する体制を整備いたします。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本方針

反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針と

します。また、必要に応じ外部の専門機関とも連携を取ります。

(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき

以下の具体的な取組みを行っております。

① 取締役の職務の執行に関する取組み

当事業年度は、取締役会の年13回の開催に加え、常勤取締役（監査等委員を除く）全員

が参加する本部長会議を月３～４回開催し、経営方針及び経営戦略に関する重要事項の

決定を行いました。一方では、監査等委員会を年13回開催し、各取締役の業務執行状況

の監督を行いました。

② リスクマネジメント体制に関する取組み

リスクマネジメント委員会の事務局によるリスクアセスメント結果に基づき、当社グル

ープのリスク対応方針の見直しを年１回実施しています。

③ 業務執行の効率性の向上に関する取組み

経営に係る重要事項につき適切な意思決定を行うため月３～４回本部長会議を開催し、

関係する執行役員間において意思決定に先立つ協議・検討を行っております。

７. 剰余金の配当等の決定方針
当社は、株主尊重を経営戦略の重要課題と認識し、企業体質の強化と将来の事業拡大に備

えるために、一定の内部留保の拡充を図る一方で、業績に基づいた配当を実施することによ

り株主の皆様への利益還元に取組んでいく方針であります。

なお、会社法第459条第１項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締

役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨及び期末配当の基準日を毎年３月31

日、中間配当の基準日を毎年９月30日とする旨を定款に定めております。

当事業年度の期末配当につきましては、業績・財務状況を総合的に判断した結果、１株当

たり３円の普通配当に東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更及び札幌証券取引

所本則市場への上場記念として２円の記念配当とさせていただきました。

期末配当金の支払開始日は2026年６月26日（金）となります。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
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（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原材料及び貯蔵品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

1,427,661

1,130,962

236,674

7,580

26,472

24,722

1,248

151,407

11,892

757

4,043

7,091

139,514

66,457

43,612

23,074

6,371
　

流 動 負 債 279,409

買 掛 金 8,193

リ ー ス 債 務 2,269

未 払 金 19,669

未 払 費 用 53,782

未 払 法 人 税 等 26,682

未 払 消 費 税 等 31,143

前 受 金 111,576

預 り 金 4,897

賞 与 引 当 金 20,944

そ の 他 250

固 定 負 債 18,016

リ ー ス 債 務 5,525

資 産 除 去 債 務 8,024

退職給付に係る負債 4,465

負 債 合 計 297,425

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,276,346

資 本 金 627,580

資 本 剰 余 金 323,782

利 益 剰 余 金 325,107

自 己 株 式 △123

その他の包括利益累計額 5,016

その他有価証券評価差額金 5,016

新 株 予 約 権 280

純 資 産 合 計 1,281,643

資 産 合 計 1,579,068 負 債 純 資 産 合 計 1,579,068

連　結　貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,279,871

売 上 原 価 699,397

売 上 総 利 益 580,473

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 467,762

営 業 利 益 112,711

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,855

受 取 配 当 金 28

雑 収 入 966 2,850

営 業 外 費 用

支 払 利 息 124

雑 損 失 368 493

経 常 利 益 115,068

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,590

投 資 有 価 証 券 売 却 益 374 1,965

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 117,034

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,666

法 人 税 等 調 整 額 △10,352 11,314

当 期 純 利 益 105,720

親会社株主に帰属する当期純利益 105,720

連　結　損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 627,580 323,782 234,766 △123 1,186,005

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △15,379 △15,379

親会社株主に帰属
する当期純利益

105,720 105,720

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 90,341 － 90,341

当 期 末 残 高 627,580 323,782 325,107 △123 1,276,346

そ の 他 の
包括利益累計額

新株予約権 純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 △203 △203 280 1,186,082

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △15,379

親会社株主に帰属
する当期純利益

105,720

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 額 )

5,220 5,220 － 5,220

当 期 変 動 額 合 計 5,220 5,220 － 95,561

当 期 末 残 高 5,016 5,016 280 1,281,643

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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原材料及び貯蔵品：移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

連結注記表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】

１. 連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称　株式会社キャリアヴェイル、株式会社LogStare

２. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社はありません。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度の末日と一致しております。

４. 会計方針に関する事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手

可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっておりま

す。

② 棚卸資産
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(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　５～18年

工具、器具及び備品　　３～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上するこ

ととしております。

② 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき

額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理方法

　小規模企業等における簡便法の採用

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る 

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりで

あります。

①　情報セキュリティ事業

　情報セキュリティ事業においては、主にネットワーク機器及び製品保守の販売、ネット

ワーク構築、セキュリティ運用監視サービスの提供を行っております。

　ネットワーク機器及び製品保守の販売は、顧客へ製品、製品保守をそれぞれ引き渡した

時点で収益を認識しております。また、ネットワーク構築による収益は、顧客が検収した

時点で収益を認識しております。

　セキュリティ運用監視サービスは、契約で定められた期間にわたり顧客に役務を提供す
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 繰延税金資産 23,074千円

 有形固定資産の減価償却累計額 192,432千円

る義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に

応じて均等按分し収益を認識しております。

　取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融

要素は含んでおりません。

②　人材サービス事業

　人材サービス事業においては、主に情報セキュリティエンジニアの人材派遣を行ってお

ります。人材派遣は、契約期間にわたって提供した役務に基づいて収益を認識しておりま

す。

　取引の対価は、履行義務の充足時点から主として２ヶ月以内に受領しており、重大な金

融要素は含んでおりません。

【会計上の見積りに関する注記】

繰延税金資産の回収可能性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　繰延税金資産の回収可能性の判断は、将来の課税所得の見積りに基づいており、当該

見積りは利益計画を基礎としております。当該利益計画は、将来の受注見込みに基づく

収益予測といった重要な仮定を反映したものでありますが、将来の不確実な経済状況の

変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額

が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金

額に重要な影響を与える可能性があります。

【連結貸借対照表に関する注記】

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式　　7,690,000株
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決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2025年５月19日

取締役会
普通株式 15,379千円 ２円 2025年３月31日 2025年６月27日

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2026年５月18日

取締役会
普通株式 38,447千円 ５円 2026年３月31日 2026年６月26日

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

② 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

(3) 新株予約権に関する事項

当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の

目的となる株式の種類及び数

普通株式　 　280,000株

【金融商品に関する注記】

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金、比較的安全性の高い金融資産等

に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブ取

引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用

状況を定期的に把握しております。

投資有価証券は、主に株式及び投資信託等であり、市場価格の変動リスクや発行体の

信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取締

役会に報告されております。

差入保証金は、主に事務所の賃貸借契約に伴うものであります。

営業債務である買掛金は、３ヶ月以内の支払期日であり、その決済時において流動性

リスクに晒されておりますが、毎月資金繰り計画を見直すなどの方法により管理してお

ります。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因等を織り込んでいるため、異なる前提条件

等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

売掛金

投資有価証券

その他有価証券

236,674

56,879

235,868

56,879

△806

－

資産計 293,554 292,747 △806

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 0

投資事業有限責任組合への出資 9,577

１年以内 １年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

現金及び預金

売掛金

1,130,962

221,362

－

15,312

－

－

－

－

合計 1,352,324 15,312 － －

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

（※1) 「現金及び預金」、「買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済さ

れるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※2) 市場価格のない株式等は、「①投資有価証券」には含まれておりません。当該金融

商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（注）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格

により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
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区分 時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式

　　投資信託

2,180

－

－

54,698

－

－

2,180

54,698

（単位：千円）

報告セグメント

調整額
連結計算書

類計上額情報セキュリティ

事業

人材サービス

事業
計

売上高

顧客との契約から生

じる収益
1,030,792 249,078 1,279,871 － 1,279,871

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 1,030,792 249,078 1,279,871 － 1,279,871

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル

に時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

　該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。投資信託は、取引金融機関から

提示された基準価格によっており、レベル２の時価に分類しております。

【収益認識に関する注記】

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 196,442

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 236,674

契約負債(期首残高) 221,485

契約負債(期末残高) 111,576

（単位：千円）

当連結会計年度

１年以内 364,084

１年超２年以内 52,028

２年超３年以内 32,442

３年超 17,163

合計 465,718

(1) １株当たり純資産額 166円64銭

(2) １株当たり当期純利益 13円75銭

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】　「４.会計方針に関す

る事項」の「(5)　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約負債は、主に運用監視サービスにかかる顧客からの前受金に関連するものでありま

す。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

は、167,439千円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のと

おりであります。

【１株当たり情報に関する注記】

【重要な後発事象に関する注記】

　該当事項はありません。
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（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原材料及び貯蔵品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

973,623

790,442

121,665

6,668

26,472

21,469

6,906

409,128

11,892

757

4,043

7,091

397,235

66,457

275,708

43,612

5,087

6,371
　

流 動 負 債 215,366

買 掛 金 23,687

リ ー ス 債 務 2,269

未 払 金 15,411

未 払 費 用 27,297

未 払 法 人 税 等 9,727

未 払 消 費 税 等 10,741

前 受 金 109,348

預 り 金 2,993

賞 与 引 当 金 13,638

そ の 他 250

固 定 負 債 13,550

リ ー ス 債 務 5,525

資 産 除 去 債 務 8,024

負 債 合 計 228,916

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,148,538

資 本 金 627,580

資 本 剰 余 金 323,782

資 本 準 備 金 323,782

利 益 剰 余 金 197,299

利 益 準 備 金 1,922

その他利益剰余金 195,376

繰越利益剰余金 195,376

自 己 株 式 △123

評価・換算差額等 5,016

その他有価証券評価差額金 5,016

新 株 予 約 権 280

純 資 産 合 計 1,153,835

資 産 合 計 1,382,752 負 債 純 資 産 合 計 1,382,752

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 883,566

売 上 原 価 554,360

売 上 総 利 益 329,205

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 306,577

営 業 利 益 22,627

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,189

受 取 配 当 金 28

雑 収 入 435 1,652

営 業 外 費 用

支 払 利 息 124

雑 損 失 301 425

経 常 利 益 23,854

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,590

投 資 有 価 証 券 売 却 益 374 1,965

税 引 前 当 期 純 利 益 25,820

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,347

法 人 税 等 調 整 額 3,744 10,091

当 期 純 利 益 15,728

損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合　　　計

利益準備金

その他利益
剰　余　金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 627,580 323,782 323,782 1,922 195,027 196,949 △123 1,148,188

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △15,379 △15,379 △15,379

当 期 純 利 益 15,728 15,728 15,728

株主資本以外の
項目の当期変動
額 ( 純 額 )

当期変動額合計 － － － － 349 349 － 349

当 期 末 残 高 627,580 323,782 323,782 1,922 195,376 197,299 △123 1,148,538

評価・換算差額等
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合 計

当 期 首 残 高 △203 △203 280 1,148,265

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △15,379

当 期 純 利 益 15,728

株主資本以外の
項目の当期変動
額 ( 純 額 )

5,220 5,220 － 5,220

当期変動額合計 5,220 5,220 － 5,569

当 期 末 残 高 5,016 5,016 280 1,153,835

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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原材料及び貯蔵品：移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手

可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっておりま

す。

② 棚卸資産

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　５～18年

工具、器具及び備品　　３～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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 繰延税金資産 5,087千円

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 191,802千円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務 短期金銭債権 6,428千円

短期金銭債務 15,935千円

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上するこ

ととしております。

② 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を

計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

情報セキュリティ事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の

とおりであります。

　情報セキュリティ事業においては、主にネットワーク機器及び製品保守の販売、ネット

ワーク構築、セキュリティ運用監視サービスの提供を行っております。

　ネットワーク機器及び製品保守の販売は、顧客へ製品、製品保守をそれぞれ引き渡した

時点で収益を認識しております。また、ネットワーク構築による収益は、顧客が検収した

時点で収益を認識しております。

　セキュリティ運用監視サービスは、契約で定められた期間にわたり顧客に役務を提供す

る義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に

応じて均等按分し収益を認識しております。

　取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融

要素は含んでおりません。

【会計上の見積りに関する注記】

繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② その他見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表に記載した事項と同一であります。

【貸借対照表に関する注記】
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関係会社との取引高

　営業取引による取引高

　　売上高 2,876千円

　　売上原価 134,672千円

　　その他の営業取引 3,464千円

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 株 式 数

普 通 株 式 448株 －株 －株 448株

繰延税金資産

関係会社株式評価損 102,151千円

投資有価証券評価損 2,039千円

賞与引当金 4,296千円

減価償却超過額 5,263千円

資産除去債務 2,527千円

未払費用 925千円

未払事業税 1,612千円

その他 1,478千円

計 120,295千円

評価性引当額 △112,901千円

繰延税金資産合計 7,394千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額 2,306千円

繰延税金負債合計 2,306千円

繰延税金資産の純額 5,087千円

【損益計算書に関する注記】

【株主資本等変動計算書に関する注記】

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称
資本金又は
出資金
( 千 円 )

事業の内
容又は職
業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事
者との関
係

取引の内容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

法人主
要株主

NRIセキュアテ
クノロジーズ
株 式 会 社

450,000
情報サー
ビ ス 業

（被所有）
直接 15.6

当社製品
・サービ
スの販売

セキュリ
ティ関連
製 品 ・
サービス
の 販 売

264,184 売掛金 24,898

子会社
株 式 会 社
L o g S t a r e

250,000
情報サー
ビ ス 業

所有
直接 100

役員の兼
務・業務
委託

業務委託 113,200 買掛金 11,911

(1) １株当たり純資産額 150円02銭

(2) １株当たり当期純利益 2円05銭

【関連当事者との取引に関する注記】

（注）取引条件及び取引条件の決定方針

当社製品・サービスの販売及び相手先製品・サービスの購入並びに業務委託について

は、市場価格を勘案して当事者間の協議の上、決定しております。

【収益認識に関する注記】

（収益を理解するための基礎となる情報）

連結注記表に注記した事項と同一であります。

【１株当たり情報に関する注記】

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。

－ 40 －



代表社員
業務執行社員

公認会計士 森 田 知 之

代表社員
業務執行社員

公認会計士 岡 本 匡 央

代表社員
業務執行社員

公認会計士 山 口 慎 弥

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

株式会社セキュアヴェイル

取締役会　御中

ネクサス監査法人

大阪府大阪市

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社セキュア

ヴェイルの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計

算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社セキュアヴェイル及び連結

子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状

況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表

監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

連結計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監

査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す

るためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況

に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を

検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者

によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当

性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切で

あるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注

意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事

項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連す
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る注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計

算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評

価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の

財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算

書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する

指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に

対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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代表社員
業務執行社員

公認会計士 森 田 知 之

代表社員
業務執行社員

公認会計士 岡 本 匡 央

代表社員
業務執行社員

公認会計士 山 口 慎 弥

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

株式会社セキュアヴェイル

取締役会　御中

ネクサス監査法人

大阪府大阪市

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社セ

キュアヴェイルの2025年４月１日から2026年３月31日までの第25期事業年度
の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算
書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表
監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責

任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会
の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま

た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監

査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に

応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検

討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者

によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当

性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適

切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として

存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する

注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す

る。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第25期事業年

度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につ

いて以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事

項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運

用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を

表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統

制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及

び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から

事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計

算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応

じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人であるネクサス監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人であるネクサス監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

2026年5月27日

株式会社セキュアヴェイル　監査等委員会

常勤監査等委員 三 木 亮 二 ㊞

監 査 等 委 員 上 田 勝 久 ㊞

監 査 等 委 員 小 松 宣 郷 ㊞
　

（注）監査等委員上田勝久及び小松宣郷は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す

る社外取締役であります。
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現 行 定 款 変 更 案

第４章　　取締役及び取締役会

(員数)

第18条

当会社の取締役（監査等委員で

ある取締役除く。）は、７名以

内とする。

②　当会社の監査等委員である取締

役は３名以内とする。

第４章　　取締役及び取締役会

(員数)

第18条

当会社の取締役（監査等委員で

ある取締役除く。）は、10名以

内とする。

②　当会社の監査等委員である取締

役は５名以内とする。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

1．変更の理由

経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するとともに、取締役会の多様性および専

門性の向上並びにコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役の

員数の上限を拡充するものであります。

2．変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

（下線は変更箇所を示しております）
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候補者

番号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当

社の株式数

１

よね

米
 

　
いま

今
 

　
まさ

政
 

　
おみ

臣
(1961年６月５日生)

1996年11月

2001年８月
2006年12月
2018年10月
2020年８月

新日鉄情報通信システム株式会社
（現　日鉄ソリューションズ株式会
社）入社
当社設立　代表取締役社長（現任）
当社　社長執行役員（現任）
株式会社インサイト　取締役
株式会社LogStare　代表取締役
（現任）

1,200,000株
（取締役候補者とした理由）
2001年８月に当社を設立し、代表取締役社長に就任以来、当社事業の拡
大を一貫して推進し、情報セキュリティサービスの品質向上などを主導
して当社のブランドイメージを高め、当社グループの事業拡大に尽力し
ています。このような経験と業績は、引き続き取締役会の意思決定に資
するとともに、当社事業のグローバル展開及び企業価値向上に寄与され
ることが期待され、引き続き取締役としての選任をお願いするものであ
ります。

２

ほり

堀
 

　
の

野
 

　
とも

友
 

　
ゆき

之
(1986年１月24日生)

2008年４月
2014年４月
2014年12月

2021年１月

2021年４月
2024年６月
2025年７月

当社　入社
当社　技術開発本部TVCセンター長
ソフトバンク・テクノロジー株式会社
（現ソフトバンク株式会社）入社
株式会社LogStare　入社
技術統括マネージャ
同社　取締役CTO、COO（現任）
当社　取締役執行役員
当社　取締役副社長執行役員
（現任）

－株

（取締役候補者とした理由）
情報セキュリティに関する豊富な経験と知識を有し、当社グループにお
いて主にセキュリティ運用監視基盤の開発責任者として業務を牽引して
きた実績から、その能力・経験等を当社の経営に活かすため、引き続き
取締役として選任をお願いするものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全

員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者

について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当

社の株式数

３

おお

大
 

　
まさ

政
 

　
たか

崇
 

　
し

志
(1989年７月３日生)

2011年４月
2014年１月
2016年７月
2018年６月
2021年６月

当社　入社
当社　技術グループリーダ
当社　技術マネージャ
当社　取締役
当社　取締役執行役員（現任）

－株（取締役候補者とした理由）
セキュリティアドバイザーとしての実績を積んできており、パートナー
からの信頼もあり、また、若手育成の指導者としての役割も期待され、
引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

４

うえ

上
 

　
はら

原
 

　
たけ

武
 

　
ひこ

彦
(1951年10月24日生)

1983年３月
1988年３月
1998年２月

2006年６月

司法研修所　卒業
黒田・上原法律事務所　設立
上原武彦法律事務所（現　北御堂筋
パートナーズ法律事務所）　設立
当社　社外取締役（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
同氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり弁護士として活躍
され、その経歴を通じて培った法律の専門家としての高い見識と豊富な
経験に基づき、独立した客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するためのチェック機能を発揮していただくことを期
待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与
したことはありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職
務を適切に遂行していただけると判断しております。また、同氏の在任
期間は、本総会終結の時をもって20年となります。

５

た

田
 

　
じま

島
 

　
たけ

剛
 

　
し

志
(1975年３月13日生)

2000年４月
2000年８月
2011年４月
2021年４月
2022年４月

2025年６月
2026年４月

株式会社野村総合研究所　入社
NRIｾｷｭｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ株式会社出向
同社　MSS事業一部長
同社　MSS三部長兼MSS技術開発部長
同社　ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ開発本部
長兼MSS品質業務管理部長
当社　社外取締役（現任）
NRIｾｷｭｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ株式会社　ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ
ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ推進本部長（現任）

－株（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
同氏を社外取締役候補者とした理由は、情報セキュリティの専門家とし
て、2009年の当社とNRIセキュアテクノロジーズ株式会社との資本業務提
携当時から携わっていただいており、取締役会の意思決定に際して、情
報セキュリティ部門にて培われた豊富な知識と経験に基づいた専門的な 
助言・提言をいただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任
をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となるこ
と以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に
より社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけると判断し
ております。また、同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって１年と
なります。
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（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 上原武彦氏、田島剛志氏は、社外取締役候補者であります。

３. 当社は、上原武彦氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。

４. 当社は、上原武彦氏、田島剛志氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款第27条

第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限

度額としております。両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であ

ります。

５. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の

執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生

ずることのある損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により塡補することとして

おります。各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含められる

こととなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

６. 各候補者の略歴、当社における地位及び担当は本招集ご通知発送日現在のものであり

ます。
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候補者

番号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当

社の株式数

１

み

三
 

　
き

木
 

　
りょう

亮
 

　
じ

二
(1954年１月21日生)

1979年４月
1991年10月

2001年８月
2006年12月
2016年６月

三菱自動車工業株式会社　入社
新日鉄情報通信システム株式会社（現　
日鉄ソリューションズ株式会社）入社
当社設立　取締役副社長
当社　執行役員
当社　取締役（常勤監査等委員）
（現任） 60,400株

（監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
2001年８月の当社設立以来、情報システム部門において、長年にわたっ
て積み重ねられた業務経験と業績に加えて、常勤取締役としての経験、
培われた見識は、監査等委員会における職責遂行に資するものと期待さ
れることから、監査等委員である取締役として選任をお願いするもの
であります。

２

うえ

上
 

　
だ

田
 

　
かつ

勝
 

　
ひさ

久
(1965年７月10日生)

1989年４月

1994年10月
1998年８月
1998年10月
2007年５月
2007年６月
2016年６月

ファーストファイナンス株式会社　入
社
中央監査法人　大阪事務所　入所
上田公認会計士事務所　設立
上田税理士事務所　設立
かがやき監査法人　代表社員（現任）
当社　社外監査役
当社　社外取締役（監査等委員）
（現任）

－株（監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
公認会計士として多数の会計監査の経験と、財務及び会計の専門家とし
て、高い見識を有しており、2007年の社外監査役就任を経て、2016年の
社外取締役（監査等委員）就任以降、客観的かつ中立的な視点から当社
の経営を監視いただいております。これらの経験や見識を活かし、公正
な立場で経営監督機能を果たしていただくことを期待し、監査等委員で
ある社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏
は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことは
ありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に
遂行していただけると判断しております。また、同氏の在任期間は、本
総会終結の時をもって10年となります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了

となります。

　つきましては、第１号議案が原案どおり承認可決されることを条件として、

監査体制の強化を図るため、１名を増員することといたしたく、新任の候補者

２名を含む監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じま

す。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当

社の株式数

３

いわ

岩
 

　
さ

佐　
 

　
まこと

誠
(1978年９月21日生)

【新任】

2006年12月
2021年10月
2022年１月
2023年１月

2023年12月

有限責任あずさ監査法人　入所
岩佐誠公認会計士事務所　設立
岩佐誠税理士事務所　設立
株式会社ロシェコンサルティング　設
立　代表取締役（現任）
東京芝監査法人　代表社員（現任）

－株

（監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
同氏は、有限責任あずさ監査法人において長年にわたり会計監査業務に
従事し、上場会社監査を含む高度な会計・財務に関する専門的知見を有
しております。
その後、独立して公認会計士事務所及び税理士事務所を設立し、企業の
会計・税務・内部統制に関する助言業務に携わるとともに、株式会社ロ
シェコンサルティングの代表取締役として経営支援業務にも従事するな
ど、実務経験の幅を広げてこられました。
さらに、現在は東京芝監査法人の代表社員として監査業務を統括してお
り、企業会計・監査に関する最新の知見と高い専門性を保持していま
す。
これらの経験に基づく会計・財務・内部監査・ガバナンスに関する深い
専門性と実務能力は、当社の監査等委員としての職務遂行に極めて有用
であると判断し、新たに監査等委員である社外取締役候補者として選任
をお願いするものであります。

４

いま

今
 

　
はる

春　
 

　
ひろし

博
(1974年６月２日生)

【新任】

2002年９月
2002年10月

2011年９月
2015年４月

2020年１月

2021年９月

司法研修所　卒業
大阪弁護士会　登録
大阪共同法律事務所　入所
いぶき法律事務所　入所（現任）
社会福祉法人大阪児童福祉事業協会
評議員（現任）
株式会社薫化舎　社外監査役
（現任）
株式会社WOLVES HAND　社外取締役
監査等委員（現任）

－株

（監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
同氏は、弁護士として20年以上のキャリアを有し、労働関係訴訟、不動
産問題、企業法務など多岐にわたる分野において深い専門知識と豊富な
経験を備えております。
また、2020年から他社社外監査役を務めるなど、社外役員としての十分
な実績も有しております。
今般、同氏の持つ高度な法的知見に加え、他社での役員経験を通じて培
われたコンプライアンスやガバナンスに関する客観的な視点を当社の経
営に反映させるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任を
お願いするものであります。
選任後は、法曹界及び他社役員としての専門的・多角的な見地から、当
社の意思決定の妥当性や適法性を厳格に監督・監査し、コーポレート・
ガバナンス体制のさらなる強化に寄与する役割を期待しております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関
与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役として、その
職務を適切に遂行していただけると判断しております
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（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 上田勝久氏、岩佐誠氏、今春博氏は、監査等委員である社外取締役候補者でありま

す。

３. 当社は、上田勝久氏、岩佐誠氏、今春博氏が原案どおり選任された場合、株式会社東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として、届け出る予定であります。

４. 当社は、三木亮二氏、上田勝久氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款第27条

第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結

しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限

度額としております。両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であ

ります。また、岩佐誠氏、今春博氏の選任が承認された場合は、両氏との間で同様の

契約を締結する予定であります。

５. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の

執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生

ずることのある損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により塡補することとして

おります。各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含められる

こととなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

６. 各候補者の略歴、当社における地位及び担当は本招集ご通知発送日現在のものであり

ます。

以上
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